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第１章 計画策定の趣旨等 
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１ 計画策定の趣旨 

我が国の自殺者数は、平成 10年から年間 3万人を超える深刻な状態でしたが、平成 21年以降は 7

年連続で減少しております。しかしながら、自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺による死亡率）

は、主要先進 7 か国の中で最も高く、自殺者数は毎年 2 万人を超えて推移しており、社会的な問題

となっております。 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を総合的かつ効果的に推

進するため、平成 28年に自殺対策基本法が改正され、自殺対策が「生きることの包括的な支援」と

して実施されるべきこと等を基本理念に明記するとともに、全ての都道府県及び市町村が「都道府

県自殺対策計画」または「市町村自殺対策計画」を策定することとなりました。 

 当町では、これまで「元気はつらつ紫波計画」において、「こころの健康」の増進を図り、施策を

推進してきました。また、「しあわせづくり福祉プラン（紫波町地域福祉計画）」においては、地域

全体に支えあいの輪が広がることを目指し、地域づくり、人づくりを推進してきました。また、自

殺予防の取り組みについては、包括的な自殺対策プログラム（久慈モデル）※をベースとして「ネッ

トワークの構築」「1次予防（住民全体へのアプローチ）」「2次予防（ハイリスク者へのアプローチ）」

「3 次予防（自死遺族支援）」「精神疾患へのアプローチ」「職域へのアプローチ」の 6 つの骨子によ

る自殺予防事業を実施してきました。 

この度の自殺対策基本法の改正を受けて、当町のこれまでの取組を継承しつつ、更に発展させる

形として紫波町全体で自殺対策に取り組むため、「紫波町いのち支える自殺対策計画～誰も自殺に追

い込まれることのない紫波町を目指して～」を策定しました。 

※包括的な自殺対策プログラム（久慈モデル）の骨子 

サロンづくり、人材養成（傾聴ボランテ

ィア、ゲートキーパー）、普及啓発等 
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２ 計画の位置づけ 
 本計画は、自殺対策基本法第 13条第 2項によって策定が義務づけられている市町村自殺対策計画

です。また、本計画は、国の自殺総合対策大綱、岩手県自殺対策アクションプランの方向性との整

合を図るとともに、地域の実情に応じた内容となるように策定したものです。 

３ 計画の期間

本計画は、計画期間を平成 31年度から平成 35年度までの 5年間です。 

※年号表記の取り扱いについて 

平成 31年 5月に改元が行われますが、平成の年号表記としています。 

４ 計画の目標 

 国の「自殺総合対策大綱」の「平成 38年までに、自殺死亡率を平成 27年と比べて 30％以上減少」

という目標と、当町の平成 25 年～29 年の過去 5 年間の平均値で自殺者数 8.6 人および自殺死亡率

25.4 を踏まえ、本計画では、自殺対策を町全体で総合的に推進することにより、計画最終年である

平成 35 年に目指すべき姿として、自殺死亡率 30％減少の 17.8（自殺者数 6 人）以下を目指すこと

とします。 
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１ 統計データから見る紫波町の自殺の現状 

（１）自殺者数・自殺死亡率（人口 10万対）の状況 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」 

当町の自殺者は、平成 22年が 15人と多いものの、それ以外の年では 10人前後で推移し、平成 29

年は 5人に減少しています。自殺死亡率（人口 10万人当たり）は、平成 23年から平成 27年までは

岩手県と大きく変わらない数値で推移しています。平成 29 年には当町が 14.9 で全国、岩手県を下

回っています。 
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（２）男女別の状況 

男女別自殺者数（平成 21年～29年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」 

 

（３）年代別の状況 

男女別年代別の自殺者数（平成 21年～29年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」 

 

 男女別年代別に平成 21年から 29年を合わせた自殺者数は、「20歳未満」から「50-59歳」までは

女性より男性の方が多くなっています。「60-69 歳」、「70-79 歳」の 9 年間の合計は男女同じ人数に

なっています。「80歳以上」では男性より女性の方が多くなっています。 
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（４）男女別年齢別職業別、同居人の有無別自殺率 

紫波町の性別年齢別職業別、同居人の有無別自殺率（平成 25年～29年合計） 

 

 

 

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル(2018)」 

※各区分の自殺率の母数とした推定人口については、平成 27 年国勢調査就業状態等基本集計を用い、労働力

状態が「不詳」の人口を有職者と無職者（労働力人口のうち「家事のほか仕事」、「学業のかたわら仕事」

と失業者および非労働力人口の合計）に按分した。 

平成 25 年から 29 年の 5 年間の自殺者について、性別年齢別職業別、同居人の有無別の自殺割合

は、「男性、有職者、同居、40～59 歳」（23.3％）と「女性、無職者、同居、60 歳以上」（20.9％）

が高い割合を占めています。 

（５）職業別の状況 

自殺者のうち男女別職業別割合（平成 21年から 28年合計） 

 

 

 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」 

※平成 29 年の数値は公表されていない。 

 平成 21年から 28年の職業別の状況は、男性では「被雇用・勤め人」が 40.7％を占め、次いで「自

営業・家族従業者」が 20.4％で、有職者が 61.1％を占めています。女性では「年金・雇用保険等生

活者」が 50.0％と半数を占めています。 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

有職者無職者有職者無職者有職者無職者 有職者無職者有職者無職者有職者無職者

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

男性 女性
割合 全国割合 自殺率(10万対） 全国自殺率

自
殺
者
（割
合
）

自
殺
率
（10

万
対
）

自営業・

家族従業者

20.4%

被雇用・勤め人

40.7%

学生・

生徒等
5.6%

失業者, 1.9%

年金・

雇用保険等

生活者
13.0%

その他の無職者

18.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【男性】

自営業・

家族従業者 3.3%

被雇用・

勤め人

13.3%

主婦

23.3%

失業者
3.3%

年金・雇用

保険等生活者

50.0%

その他の

無職者
6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【女性】



6 

 

（６）同居人の有無別状況 

男女別同居人の有無別傾向（平成 25年から 29年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」 

 

60 歳以上男女別年齢別同居人の有無別傾向（平成 25年から 29年合計） 

 

 

 

 

 

 

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル(2018)」 

 

平成 25 年から 29 年までの自殺者に占める男女別同居人有無別の状況は、男女ともに「同居人あり」

が 8 割以上を占めています。男女を比較すると男性の方が「同居人あり」の割合が僅かに高くなってい

ます。また、平成 25 年から 29 年の 5 年間で 60 歳以上だけをみると、全国では「同居人あり」「同居人

なし」どちらとも自殺者がありますが、当町では男女とも「同居人あり」が 100％を占めています。 
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（７）原因・動機別の状況 

男女別自殺原因・動機別傾向（平成 24 年から 28 年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」 

※平成 29 年の数値は公表されていない。 

 

平成 24 年から 28 年までの自殺原因・動機別の状況は、男女ともに「不詳」が最も多くなってい

ますが、「不詳」以外では、男性では「健康問題」8 人、「経済・生活問題」6 人、女性では、「健康

問題」が 6人と多くなっています。 

 

（８）紫波町の主な自殺の特徴 

自殺総合対策推進センターの「地域自殺実態プロファイル」において、以下のような自殺で亡く

なる人の割合が多い属性の上位 5区分が示されています。（平成 25年から 29年合計） 

上位５区分 
自殺者数 

5 年計 
割合 

自殺率* 
(10 万対) 

背景にある主な自殺の危機経路** 

1位:男性 40～59歳有職同
居 

10 23.3% 53.5 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩
み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

2位:女性 60歳以上無職同
居 

9 20.9% 38.9 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

3位:男性 60歳以上有職同
居 

4 9.3% 35.4 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アル
コール依存→うつ状態→自殺／②【自営
業者】事業不振→借金＋介護疲れ→うつ
状態→自殺 

4位:男性 20～39歳無職同
居 

3 7.0% 157.3 
①【30代その他無職】ひきこもり＋家族
間の不和→孤立→自殺／②【20代学生】
就職失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

5位:男性 20～39歳有職同
居 

3 7.0% 24.0 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック
企業)→パワハラ＋過労→うつ状態→自
殺 

             資料：自殺総合対策推進センターの「地域自殺実態プロファイル（2018）」 

※順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順とした。 

*自殺率の母数（人口）は平成 27 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にした。 

  

4

8

6

3

1
0

2

12

4

6

0
1

2

0 0

7

0

2

4

6

8

10

12

14

家
庭
問
題

健
康
問
題

経
済
・生
活
問
題

勤
務
問
題

男
女
問
題

学
校
問
題

そ
の
他

不
詳

家
庭
問
題

健
康
問
題

経
済
・生
活
問
題

勤
務
問
題

男
女
問
題

学
校
問
題

そ
の
他

不
詳

男性 女性

（人）



8 

 

２ アンケート調査から見る紫波町の現状 

〇町民向けアンケート 

（１）調査目的 

   本計画策定のための基礎資料とすべく、町民の心の健康及び自殺に対する意識や不安、悩み

等についての意見を収集するために調査を実施しました。 

 

（２）調査期間 

   平成 30年 8月 21日（月）～8月 31日（金） 

 

（３）調査対象・調査方法 

   調査対象：紫波町在住の 15歳以上 89歳以下の男女 3,000人 

（地区別男女別年齢階層別に抽出） 

   調査方法：郵送配布・郵送回収 

   ※調査票は各年代①～③で質問内容を変えております。 

    

（４）配布・回収数 

  １）配布・回収数の概要 

調査種類 配布数 回収数 回収率 

①18 歳未満 600 128 21.3％ 

②18 歳以上 69 歳以下 1,800 559 31.1％ 

③70 歳以上 600 254 43.7％ 

合計 3,000 941 31.4％ 

 

２）回答者概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性

40.4%

376人

女性

58.8%

547人

その他（性

別を選択す

ることに違

和感等）
0.3%

5人

無回答
0.5%

3人

有効票数=931

中央部（一

中学区）

62.5%

582人

東部（二中

学区）
18.9%

176人

西部（三中

学区）

16.2%

151人

無回答

2.4%

22人

有効票数=931
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（４）調査結果 

１）あなたについて 

問１ あなたについておたずねします。（それぞれ○は１つ） 

○あなたの家の世帯構成

①18歳未満

②18歳以上

どの年代も核家族が最も多くなっています。70 歳以上になると、３世代同居よりもひとり暮

らしが多くなっています。 

0.0 

41.6

8.8

37.6

8.0
0.8 2.4 0.8

0.0

20.0

40.0

60.0

ひ
と
り
暮
ら
し

両
親
と
子
（２
世
代
）

ひ
と
り
親
と
子
（２
世
代
）

祖
父
母
と
両
親
と
子
（３
世

代
）

祖
父
母
と
ひ
と
り
親
と
子
（３

世
代
）

祖
父
母
と
子

そ
の
他

無
回
答

18歳未満
(%)

n=125

3.8 

15.9

52.2

22.1

4.9

1.1

16.1
24.0 

39.4

13.8
3.9

2.8 
0.0

20.0

40.0

60.0

ひ
と
り
暮
ら
し

配
偶
者
の
み

親
と
子
（２
世
代
）

祖
父
母
と
親
と
子
（３
世

代
）

そ
の
他

無
回
答

18歳以上

18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)

18～69 n=552

70～ n=254
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○配偶者との現在の関係 

①18歳以上 

 

 

 

  

同居以外では、“18 歳以上 69 歳以下”で「配偶者・パートナーはいない」（16.8％）、“70 歳以

上”で「離別・死別した」（28.3％）が多くなっています。 

67.2 

1.8 2.4 
9.4 

16.8 

2.4 

64.2 

0.4 2.0 

28.3 

3.1 2.0 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

同
居
し
て
い
る

単
身
赴
任
中

別
居
し
て
い
る

離
別
・死
別
し
た

配
偶
者
・パ
ー
ト
ナ
ー
は
い
な
い

無
回
答

18歳以上

18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)

18～69 n=552

70～ n=254
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２）【70歳以上のみ】あなたのこころと身体の健康状態に関しておたずねします 

問１ あなたは、ふだん、親しくしている友人・仲間がどの程度いますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親しくしている友人・仲間がいる回答者が多くを占めていますが、「友人・仲間はいない」回

答者が 5.9％みられます。 

 

 

問２ あなたはふだん、どの程度、家族や友人などと、あいさつ程度の会話や世間話をしますか。

直接会っての会話だけではく、電話での会話も含めてお答え下さい。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話や世間話は「ほとんど毎日」が 59.4％を占めていますが、「月に 1～2 回」11 人（4.3％）、

「年に数回」7 人（2.8％）、「ほとんど会話をしない」5 人（2.0％）という回答者もいました。 

 

 

  

12.6 

50.2 

28.1 

5.9 

0.8 

2.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

たくさんいる

普通

少しいる

友人・仲間はいない

わからない

無回答

(%)有効票数=253

(32人)

(127人)

(71人)

(15人)

(2人)

(6人)

59.4 

20.5 

7.9 

4.3 

2.8 

2.0 

3.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ほとんど毎日

２～３日に１回

週に１回

月に１～２回

年に数回

ほとんど会話をしない

無回答

(%)有効票数=254

(151人)

(52人)

(20人)

(11人)

(7人)

(5人)

(8人)
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３）あなたの悩みやストレスに関しておたずねします 

問１ 現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸せ（０点）」から「とても幸せ（10 点）」

の間で表すと、何点だと思いますか。点数に○を付けてください。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人になると「5 点（普通）」が最も高くなりました。“18 歳未満”では「8 点」が最も高く

なっています。 

平均点は“18 歳未満”が 7.17 点、“18 歳以上 69 歳以下”6.92 点、“70 歳以下”5.96 点と

なっており、全体的に年齢が低い方が、幸福度が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 

21.6 
25.6 

13.6 

28.5 

43.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

０
点
（と
て
も
不
幸
せ
）

１
点

２
点

３
点

４
点

５
点
（普
通
）

６
点

７
点

８
点

９
点

１
０
点
（と
て
も
幸
せ
）

無
回
答

全年代

18歳未満 18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)

～17 n=125

18～69 n=551

70～ n=253
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問２ あなたは日頃、次のそれぞれの問題に対して、悩みや苦労、ストレス、不満を感じること

がありますか。（それぞれに○は１つ） 

①69歳以下

 

 

 

 

「現在ある」では“家庭の問題”（38.4％）、次いで“病気などの健康の問題”（36.0％）

が高くなっています。 

②70歳以上

「現在悩んでいる」では“自分の健康状態”（18.5％）、“家族の健康状態”（16.5％）が高

くなっています。「将来的に不安」では“家族が自分の介護をしていること、介護することに

なること”（46.5％）、“自分の健康状態”（42.9％）が高くなっています。 

41.7

48.4

61.4

51.6 

78.9

71.6

19.2

15.3

11.7

22.0 

11.2

17.6

38.4

36.0

24.7

21.0 

5.2

3.2

5.5 

4.7

7.5

97.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭の問題

病気など健康の問題

経済的な問題

職場関係の問題

恋愛関係の問題

学校の問題

その他

意識して感じたことはない かつてはあったが今はない 現在ある 無回答

n=677

n=675

n=676

n=677

n=677

n=677

n=677

69歳以下

54.5

52.8

54.5

41.7 

22.8

29.1

37.2

29.4 

21.7

40.6

8.7

18.5

16.5

12.6

24.0

15.8 

14.6

42.9

28.7

34.0

32.9 

46.5

31.9

24.1

18.9

24.5

36.6

15.7

25.6

21.7

29.0 

23.6

18.9

96.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族関係の不和

外出の際の交通手段

借金・生活困窮の問題

自営業や農業の継承・廃業の問題

自分の健康状態（疼痛、服薬、身体機能低下等）

家族の健康状態（疼痛、服薬、身体機能低下等）

自分や家族の、介護について相談する相手、施設

自分が家族の介護をしていること、介護することになること

家族が自分の介護をしていること、介護することになること

自分が死んだ後に残される家族のこと

その他

不安はない 現在悩んでいる 将来的に不安 無回答

n=253

n=254

n=253

n=254

n=254

n=254

n=252

n=253

n=254

n=254

n=254

70 歳以上 
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問３ あなたは日々の生活の中で、次のように感じることがありますか。（それぞれに○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“時々ある”“よくある”を合わせると、「ちょっとしたことでイライラしたり不安に感じ

ることがある」が 6 割、「何をするにも面倒だと感じることがある」では 5 割以上を占めて

います。 

 

問４ 【18 歳未満】ストレスを感じることが「よくある」（22 人 17.6％）、「ときどきある」（57

人 45.6％）、「あまりない」（25 人 20.0％）を選んだ方にお聞きします。ストレスを感じる要因は

次のうちどれですか。（あてはまるもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 

30.9 

29.4 

19.8 

13.1 

29.4 

26.7 

38.1 

39.4 

33.1 

27.4 

38.2 

47.9 

20.5 

22.6 

35.6 

42.9 

20.6 

12.6 

4.9 

3.7 

6.9 

11.8 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ちょっとしたことでイライラしたり不安に感じること

がある

絶望的だと感じることがある

そわそわ落ち着かなく感じることがある

気分が沈み、気が晴れないように感じることがある

何をするにも面倒だと感じることがある

自分は価値のない人間だと感じることがある

全くない ほとんどない 時々ある よくある 無回答

n=931

n=931

n=929

n=930

n=930

n=931

全年代 

64.4 

54.8 

26.9 

17.3 

20.2 

6.7 

9.6 

10.6 

5.8 

6.7 

0.0 

5.8 

0.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

勉強のこと

進学や進路のこと

友達や同僚のこと

親のこと

容姿（身長、スタイルなど）

お金のこと

兄弟姉妹のこと

先生のこと

恋人のこと

健康のこと

性のこと

その他

無回答

(%)

有効票数=104

(67人)

(57人)

(28人)

(18人)

(21人)

(7人)

(10人)

(11人)

(6人)

(7人)

(0人)

(6人)

18 歳未満ではストレスを感じる

要因として「勉強のこと」64.4％（67

人）、「進学や進路のこと」54.8％（57

人）が高くなっている。 
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問５ 【18 歳未満】自分自身について、以下の内容があてはまりますか。自分が思うところに○

をつけてください。（それぞれに○は１つ） 

 

 

自己評価については「体力に自信がある」以外では肯定的な回答が 5 割以上を占めています。 

問６ あなたは日常生活の不満、悩み、苦労、ストレスを解消するために、次のことをどのくら

いしますか。（それぞれに○は１つ） 

 

ストレス解消のためには“時々する”“よくする”を合わせると「睡眠をとる」、「趣味やレ

ジャーをする」「人に話を聞いてもらう」が 5 割以上となっています。「我慢して時間が経つの

を待つ」も 48.9％を占めています。 

60.8

46.4

45.6

38.7 

32.0

15.2

8.0

23.2

24.8

26.4

30.4

42.4

44.8 

41.1

40.8

30.4

24.0

42.4

32.0

23.2

10.4

6.4

16.9

21.6

40.0

52.0

27.2

30.4

26.4

3.2

5.6

13.6

16.0

7.2

12.8

24.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

私には心を打ち明けられる友達がいる

私は人とうまく協力できるほうだと思う

私は辛いことがあっても乗り越えられると思う

私は怒った時や興奮している時でも自分をコントロールでき

るほうだ

私は努力すれば大体のことができると思う

私には、あまり得意なことがないと思う

私は、何をやってもうまくいかないことが多い

私は価値のある人間だと思う

私はいまの自分に満足している

体力に自信がある

そうだ まあそうだ あまりそうではない そうではない 無回答

有効票数=125

全年代 

17.4

5.7 

9.6

10.1

16.8

31.4

13.3

27.9

19.1

26.0

33.8

33.2

39.0

40.2

34.0

13.2 

42.6

19.1

25.4

14.9

4.2

5.2 

4.5

5.3

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運動する

睡眠をとる

人に話を聞いてもらう

趣味やレジャーをする

我慢して時間が経つのを待つ

全くしない ほとんどしない 時々する よくする 無回答

n=931

n=930

n=929

n=929

n=931
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４）自殺に関する考え方についておたずねします 

問１ あなたは「自殺」についてどのように思いますか。（それぞれに○は１つ） 

①自殺をしたいと思う人は、自殺を繰り返すので、周囲の人が止めることはできない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

およそ 2 割から 3 割が、自殺したい人を周囲の人が止めることはできないと考えています。 

 

 

②自殺は自分にはあまり関係ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年代でおよそ 5 割が自分と自殺はあまり関係ないと考えています。 

 

 

  

29.6 

25.5 

18.1 

23.2 

16.7 

9.1 

28.0 

39.7 

25.2 

10.4 

10.1 

12.6 

8.8 

6.0 

15.7 19.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない どちらかというとそう思わない

どちらともいえない どちらかというとそう思う

そう思う 無回答

n=125

n=552

n=254

全年代 

10.4 

12.0 

10.2 

10.4 

9.1 

5.5 

24.8 

28.8 

15.7 

16.0 

19.2 

13.0 

38.4 

29.0 

37.4 18.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない どちらかというとそう思わない

どちらともいえない どちらかというとそう思う

そう思う 無回答

n=125

n=552

n=254

全年代 
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③自殺は本人の弱さから起こる

69 歳以下ではおよそ 25％が、「70 歳以上」ではおよそ 5 割が自殺は本人の弱さから起こる

と考えています。 

④自殺は恥ずかしいことである

69 歳以下ではおよそ 1 割が、「70 歳以上」ではおよそ 3 割が自殺は恥ずかしいことである

と考えています。 

16.8 

21.8

7.1

16.8 

10.9

4.7

40.0

40.5

22.5

14.4

14.0

20.6

12.0

11.1

29.2 15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない どちらかというとそう思わない

どちらともいえない どちらかというとそう思う

そう思う 無回答

n=125

n=551

n=253

全年代 

32.8

29.7

12.6

16.0

12.3

5.9

39.2

45.3

29.9

6.4

5.3

10.6

5.6

5.4

22.4 18.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない どちらかというとそう思わない

どちらともいえない どちらかというとそう思う

そう思う 無回答

n=125

n=552

n=254

全年代 
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５）自殺対策についておたずねします 

問１ 警察庁の自殺統計によると我が国の自殺者数は長い間、毎年３万人を超え、平成 24年に 15

年ぶりに３万人を下回りましたが、平成 29年には２万 1,321人の方が亡くなっています。あなた

は、毎年、このように多くの方が自殺で亡くなっていることを知っていましたか。あてはまるも

のに○をつけてください。（○は１つだけ） 

「18 歳以上 69 歳以下」と「70 歳以上」では“知っていた”が“知らなかった”を若干上

回っているが大きな差は見られませんでした。 

「18 歳未満」では“知らなかった”が半数以上を占めています。 

問２ あなたは、自殺対策に関する以下のような考え方について、どのように思いますか。あな

たのお考えに最も近いもの１つだけに○をつけてください。（それぞれに○は１つ） 

 

 

自殺対策はあまり自分には関係ない問題であるが、自殺対策支援はそれぞれに 7 割以上が

必要だと感じています。 

12.0 12.6 36.0

20.1 

16.4

22.3

36.6 

31.3

15.7

36.6 

46.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自殺対策は自分自身に関わる問題である

自殺対策の本質は、生きる支援であり、いのちを支

えることである

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働等の

様々な施策が連動しつつ、推進されなければならな

い

そう思わない どちらかというとそう思わない

どちらともいえない どちらかというとそう思う

そう思う 無回答

n=677

69 歳以下 

36.0

59.2

4.8

49.3

46.6 

4.2

46.1
45.3 

8.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

知っていた 知らなかった 無回答

18歳未満 18歳以上69歳以下

70歳以上

(%)

～17 n=125

18～69 n=552

70～ n=254

全年代 



19 

問３ あなたは、自殺対策やいじめ、悩みに関する以下の相談電話や、言葉について知っていま

したか。（知っているもの全てに○） 

①18歳未満

「チャイルドライン」87 人（69.9％）、「子どもの人権 110 番」58 人（46.4％）、「こころの相

談電話」57 人（45.6％）の順で高くなっています。 

「自殺予防週間／自殺対策強化月間」は 6 人（4.8％）、「ゲートキーパー」は 0 人となってい

ます。 

②18歳以上

 

およそ 5 割以上が「自殺予防いのちの電話」「こころの相談電話」を知っている、言葉を聞い

たことがあると回答していますが、「ゲートキーパー」は 72.7％が知らないと回答しています。 

12.9

11.4

6.0 

4.2

47.4

47.8

33.9

15.4

33.6

34.1

52.6

72.7

6.1

6.7

7.6 

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自殺予防いのちの電話

こころの相談電話

自殺予防週間／自殺対策強化月間

ゲートキーパー

内容まで知っていた 内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある 知らなかった 無回答

n=806

16.0

45.6

46.4

69.6

3.2 

42.4

41.6

4.8 

0.0

12.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自殺予防いのちの電話

こころの相談電話

子どもの人権110番

チャイルドライン

虐待通告専用ダイヤル

24時間子供SOSダイヤル

いじめ相談電話

自殺予防週間／自殺対策強化月間

ゲートキーパー

無回答

(%)n=125
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問４ あなたはこれまで自殺対策に関する啓発物を見たことがありますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「18 歳未満」でも「18 歳以上 69 歳以下」でも“ポスター”が最も高い割合となっていま

す。また、「18 歳未満」では“パンフレット”、“ティッシュ等のキャンペーングッズ”の順で、

「18 歳以上 69 歳以下」では“広報誌”が高くなっています。 

 

問５ その自殺対策に関する啓発物は、どこで見ましたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「18 歳未満」では“職場・学校”、「18 歳以上 69 歳以下」では“役場・保健所等の行政機

関”が最も高くなっています。どちらも 2 番目に“駅・電車・バス等の交通機関”が高くな

っています。 

 

63.2 

24.8 

20.8 
6.4 

14.4 
22.4 

1.6 

20.8 

1.6 

49.1 

21.2 

31.2 

2.7 12.0 
8.0 

3.3 

30.1 

2.4 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

ポ
ス
タ
ー

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

広
報
紙

の
ぼ
り
・パ
ネ
ル

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ペ
ー
ジ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
等
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

グ
ッ
ズ

そ
の
他

見
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

18歳未満

18歳以上69歳以下

(%)

～17 n=125

18～69 n=552

69 歳以下 

14.4 

15.5 

36.1 

10.3 
6.2 

78.4 

14.4 
1.0 1.0 

48.1 

15.0 

34.0 

22.7 

9.4 
15.2 14.7 

5.1 

4.5 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

役
場
・保
健
所
等
の
行
政
機
関

図
書
館
等
の
公
共
施
設

駅
・電
車
・バ
ス
等
の
交
通
機
関

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
・ス
ー
パ
ー
・コ
ン
ビ

ニ
店
舗
等
の
民
間
施
設

家 職
場
・学
校

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

そ
の
他

無
回
答

18歳未満

18歳以上69歳以下

(%)

～17 n=97

18～69 n=374

69 歳以下 
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問６ 【18歳以上 69歳以下】自殺対策に関する PR活動（啓発物や講演会など）についてどのように思

いますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どちらかといえば必要」と「必要」を合わせると 85.9％を占めています。 

  

18 歳以上 69 歳以下 

7.4 52.2 33.7 5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不要 どちらかといえば不要 どちらかといえば必要 必要 無回答

n=552
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６）相談することに関しておたずねします 

問１ あなたは悩みやストレスを感じた時に、どう考えますか。（それぞれに○は１つ） 

①助けを求めたり、誰かに相談したいと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年代で 5 割から 6 割が助けを求めたり、誰かに相談したいと思うと回答しています。 

 

②誰かに相談をしたりすることは恥ずかしいことだと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

「18 歳未満」では 16.0％、「18 歳以上 69 歳以下」では 13.8％、「70 歳以上」では 15.5％

が相談することは恥ずかしいことだと感じています。 

 

③悩みやストレスを感じていることを、他人に知られたくないと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「18 歳未満」では 28.8％、「18 歳以上 69 歳以下」では 30.8％、「70 歳以上」では 34.0％

が相談することは恥ずかしいことだと感じています。 

 

8.8 

4.2 

8.7 

15.2 

10.7 

9.4 

13.6 

19.4 

17.7 

24.0 

31.7 

15.0 

30.4 

31.3 

39.8 

8.0 

2.7 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない あまりそう思わない どちらともいえない

ややそう思う そう思う 無回答

n=125

n=552

n=254

全年代 

全年代 

36.8 

38.7 

38.3 

25.6 

26.0 

16.2 

13.6 

18.5 

17.8 

15.2 

12.7 

11.5 

8.0 

3.1 

12.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない あまりそう思わない どちらともいえない

ややそう思う そう思う 無回答

n=125

n=551

n=253

全年代 

23.2 

18.3 

15.0 

20.0 

22.9 

19.0 

20.0 

25.0 

18.2 

22.4 

22.3 

20.6 

6.4 

8.5 

13.4 

8.0 

13.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上69歳以下

70歳以上

そう思わない あまりそう思わない どちらともいえない

ややそう思う そう思う 無回答

n=125

n=551

n=253



23 

 

問２ あなたは悩みやストレスを感じた時、誰に相談すると思いますか。（あてはまるもの全てに

○） 

①18歳未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「友人や職場・バイト先の同僚」93 人（74.4％）、「家族や親族」78 人（62.4％）、 

「先生、スクールカウンセラーや職場・バイト先の上司」25 人（20％）の順で高くなっ

ています。身近な人に相談する傾向がみられます。 

 

②18歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家族や親族」「友人や同僚」はおよそ 4 割が“相談したことがある”と回答していま

す。身近な人に相談する傾向がみられます。 

 

  

62.4 

74.4 

16.8 

20.0 

1.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家族や親族

友人や職場・バイト先の同僚

先輩や後輩

先生、スクールカウンセラーや職場・バイト

先の上司

公的な相談機関（地域包括支援センター、

役場など）の職員など

n=125 (%)

12.7 

23.9 

48.0 

41.2 

29.4 

36.7 

40.6 

38.2 

4.6 

5.6 

8.4 

10.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族や親族

友人や同僚

公的な相談機関（地域包括支援セン

ター、役場など）の職員など

相談しないと思う 実際にしたことはないが相談すると思う

相談したことがある 無回答

n=806

n=806

n=806
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問３ あなたは悩みやストレスを感じた時に、どの方法を使って悩みを相談したいと思いますか。

（当てはまるもの３つに○） 

①18歳未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「直接会って相談する」98 人（81.0％）、「LINE や Facebook などの SNS を利用して相談す

る」63 人（52.1％）が高くなっています。 

 

②18歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「直接会って相談する」が最も高いニーズとなっていますが、その次は 18 歳未満と異なり、

大人は、「電話を利用して相談する」「メールを利用して相談する」の順で高くなっています。 

  

81.0 

27.3 

24.0 

52.1 

0.0 50.0 100.0

直接会って相談する（訪問相談を

含む）

電話を利用して相談する

メールで相談する

LINEやFacebookなどのSNSを利用し

て相談する

(%)
n=121

31.6 

41.1 

60.3 

75.9 

48.3 

40.8 

23.1 

13.9 

12.5 

9.2 

5.8 

6.5 

7.6 

8.9 

10.8 

0% 50% 100%

直接会って相談する（訪問相談を含む）

電話を利用して相談する

携帯電話・スマートフォン・パソコン等を用い、

メールを利用して相談する

スマートフォン・パソコン等を用い、LINEや

FacebookなどのSNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）を利用して相談する

相談しないと思う 実際にしたことはないが相談すると思う

相談したことがある 無回答

n=806

n=806

n=806

n=552
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７）相談を受けることに関しておたずねします 

問１ 理由はわからないけれど、身近な人がいつもと違った様子で辛そうに見えた時に、あなた

はどうしますか。（あてはまるもの全てに○） 

①18歳未満、70歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“18 歳未満”も“70 歳以上”も「自分から声をかけて話を聞く」「心配していることを伝

えて見守る」が高くなっていますが、“70 歳以上”では「「元気を出して」と励ます」が 4 割

近くなっています。 

 

②18歳以上 69歳以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“よくする”と“時々する”を合わせると、「心配していることを伝えて見守る」が最も高

くなっています。次いで「自分から声をかけて話を聞く」58.7％が高くなっています。「「元気

を出して」と励ます」は 37.4％となっています。 

 

  

26.4 

39.2 

63.2 

20.8 

16.5 

44.5 

48.0 

38.2 

2.0 

0.0 50.0 100.0 150.0

相手が相談をしてくるまで何もしないで待つ

心配していることを伝えて見守る

自分から声をかけて話を聞く

「元気を出して」と励ます

本人より先回りして相談先を探しておく

18歳未満 70歳以上

(%)
～17 n=125

70～ n=254

13.0 

6.9 

10.9 

24.1 

64.5 

36.4 

17.8 

27.0 

34.7 

25.4 

35.9 

58.5 

48.6 

32.7 

6.3 

9.2 

13.2 

10.1 

4.7 

5.4 

3.6 

3.4 

3.8 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相手が相談をしてくるま

で何もしないで待つ

心配していることを伝え

て見守る

自分から声をかけて話を

聞く

「元気を出して」と励ます

本人より先回りして相談

先を探しておく

しない あまりしない 時々する よくする 無回答

n=552

n=552

n=551

n=552

n=552
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問２ もし身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時、あなたはどのように対応しますか。（○

はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年代で「耳を傾けてじっくりと話を聞く」が最も高く 6 割以上を占めています。次いで「解

決策を一緒に考える」が高くなっています。 

“18 歳未満”“70 歳以上”では「「死んではいけない」と説得する」がおよそ 4 割となってい

ます。 

 

８）自死遺族支援についておたずねします 

問１ 自死遺族の支援について、知っているものはありますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年代で「いずれも知らない」が最も高くなっています。 

“18 歳以上 69 歳以下”で「学生支援機構・あしなが育英会」が 3 割を占めている以外は全

ての項目で 2 割以下となっています。 

 

75.2 

39.2 

78.1 

62.5 

63.0 

37.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

相
談
に
乗
ら
な
い
、
も
し
く
は
話
題
を

変
え
る

「頑
張
っ
て
」と
励
ま
す

「死
ん
で
は
い
け
な
い
」と
説
得
す
る

「バ
カ
な
こ
と
を
考
え
る
な
」と
叱
る

耳
を
傾
け
て
じ
っ
く
り
と
話
を
聞
く

医
療
機
関
に
か
か
る
よ
う
勧
め
る

解
決
策
を
一
緒
に
考
え
る

一
緒
に
相
談
機
関
を
探
す

そ
の
他

何
も
し
な
い

無
回
答

18歳未満 18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)

～17      n=125

18～69 n=552

70～ n=254

全年代 

12.3 

19.9 

18.7 

18.8 

30.1 

42.9 

8.7 

14.6 

10.7 

16.6 

15.0 

36.4 

0.0 50.0 100.0

遺族の集い（自由に話せる場）

無料電話相談

法テラス（借金や法律問題について）

役場の窓口（心のケア、生活支援、子育て

などについて）

学生支援機構・あしなが育英会（学費につ

いて）

いずれも知らない

18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)
18～69 n=552

70～ n=253

18 歳以上 
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９）自殺を考えたことがある方について 

問１ あなたはこれまでに、本気で自殺をしたいと考えたことはありますか。（○は１つ） 

①18歳未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これまでに本気で自殺をしたいと考えたことはない」が最も高くなっています。 

自殺を考えたことがある回答者は合計で 14 人（11.2％）、「小学生で自殺を考えたことがあ

る」人は 2 人、「中学生で自殺を考えたことがある」人は 7 人でした。 

 

②18歳以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“18 歳以上 69 歳以下”“70 歳以上”ともに「これまでに本気で自殺をしたいと考えたこと

はない」が最も高くなっています。 

自殺を考えたことがある人の割合は“70 歳以上”よりも“18 歳以上 69 歳以下”の方が多

くなっており、特に“18 歳以上 69 歳以下”では「10 年以上前に本気で自殺をしたいと考え

たことがある」9.1％（50 人）が多くなっています。 

76.1 

2.7 

4.0 

2.5 

9.1 

5.6 

66.1 

0.4 

0.4 

0.4 

3.5 

29.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

これまでに本気で自殺をしたいと考えたことはない

この１年以内に本気で自殺をしたいと考えたことがある

ここ５年くらいの間に本気で自殺をしたいと考えたことが

ある

５年～１０年前に本気で自殺をしたいと考えたことがある

１０年以上前に本気で自殺をしたいと考えたことがある

無回答

18歳以上69歳以下 70歳以上

有効票数=18歳以上69歳以下：552

70歳以上：254

(%)

(420人)

(168人)

(15人)

(1人)

(22人)

(1人)

(14人)

(1人)

(50人)

(9人)

(31人)

(74人)

87.2 

4.0 

1.6 

5.6 

1.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

これまでに本気で自殺をしたいと考えたことはない

この１年以内に本気で自殺をしたいと考えたことがある

小学生の頃に本気で自殺をしたいと考えたことがある

中学生の頃に本気で自殺をしたいと考えたことがある

無回答

(%)有効票数=125

(109人)

(5人)

(2人)

(7人)

(2人)



28 

問２ 自殺をしたいという考えを思いとどまった理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

各年代で「時間の経過とともに忘れさせてくれた」、「家族や大切な人のことが頭に浮かんだ」

が高くなっています。 

問３ 前の設問（問２）で「１」に○を付けた方に質問です。相談した相手の方はどなたでした

か。（○はいくつでも） 

 

 

“18 歳未満”は「同居している家族・親族」「友人」「恋人」がそれぞれ 1 人（50％）であ

る。“18 歳以上 69 歳以下”は「友人」、次いで「同居している家族・親族」、「学校・職場関係

者」の順で高くなっています。“70 歳以上”は、「相談機関の職員」、次いで「同居以外の家族・

親族」「友人」の順で高くなっています。 

14.3

21.4

14.3 

42.9

28.6

22.8

39.6

9.9 

34.7

36.6

25.0

33.3

25.0 

41.7

8.3

8.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

人に相談して思いとどまった

家族や大切な人のことが頭に浮かんだ

解決策が見つかった

時間の経過とともに忘れさせてくれた

その他

無回答

18歳未満 18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)

～17      n=14

18～69  n=101

70～ n=12

全年代 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

34.8 

13.0 

39.1 

8.7 

17.4 

4.3 

8.7 

13.0 

8.7 

66.7 

66.7 

100.0 

33.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

同居している家族・親族

同居以外の家族・親族

友人

恋人

学校・職場関係者

近所の人

知人

相談機関の職員（保健センター、役場、医療機関等）

その他

無回答

18歳未満 18歳以上69歳以下 70歳以上

(%)～17      n=2

18～69  n=23

70～ n=3

全年代 
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〇民生児童委員・主任児童委員向けアンケート 

（１）調査の目的 

計画策定にあたり、町民を対象とした意識調査の補完として民生児童委員・主任児童委員を

対象とした調査を行い、地域の現状を計画に反映させることを目的として実施しました。 

 

（２）調査期間 

平成 30年 11月 7日（水）～12月 7日（金） 

 

（３）調査対象・調査方法 

調査種類 調査方法 

紫波町内の民生児童委員・主任児童委員 紫波町民生委員・児童委員協議会時に配布、郵便

による回収 

 

（４）配布・回収数 

１）配布・回収数の概要 

調査種類 配布数 回収数 回収率 

民生児童委員・主任児童委員対象調査 83 82 98.8％ 

 

２）回答者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）留意点・見方 

・図表の数値（％）は、すべて小数点以下第 2位を四捨五入して表示している。そのため、

単数回答を求めた設問でも、比率の合計が 100％にならない場合がある。 

・複数回答（MA）を求めた設問では、比率の合計が 100％を超える。 

  

選択肢 回答数(人) 比率(%)
1 日詰 14 17.1
2 古館 16 19.5
3 水分 7 8.5
4 志和 10 12.2
5 赤石 15 18.3
6 彦部 5 6.1
7 佐比内 5 6.1
8 赤沢 5 6.1
9 長岡 5 6.1

無回答 0 0.0
 有効票数 = 82

17.1 

19.5 

8.5 

12.2 

18.3 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0

日詰

古館

水分

志和

赤石

彦部

佐比内

赤沢

長岡

無回答

(%)
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（６）調査結果 

問１ あなたがお住まいの地区では、自殺された方がいたと聞いたことがありますか？（１つに

○）

 

 

 

 

問２ 相談することについて、あなたのお住まいの地区では、どのような雰囲気があると感じて

いますか？（それぞれにあてはまるもの１つに○）  

 

 

 

 

 

聞いた

ことがな

い
29.3%

聞いた

ことがあ

る
69.5%

無回答

1.2%

およそ５割近くの方が住んでいる地区には「誰かに相談をしたり、することは恥ずかしい

ことだ」という雰囲気が“ある” “どちらかといえばある”と回答しています。 

また、相談する以前に「悩みやストレスを感じていることを、他人には知られたくない」

という雰囲気があるという回答は５割を超え 65.8％となっています。 

選択肢 回答数(人) 比率(%)
1 聞いたことがない 24 29.3
2 聞いたことがある 57 69.5

無回答 1 1.2

9.8 

4.9 

20.7 

4.9 

1.2 

13.4 

39.0 

45.1 

15.9 

29.3 

39.0 

36.6 

25.6 

36.6 

32.9 

32.9 

11.0 

4.9 

24.4 

18.3 

6.1 

2.4 

12.2 

12.2 

2.4 

6.1 

6.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

助けを求めたり、誰かに相談するべきだ

誰かに相談をしたり、することは恥ずかしいことだ

悩みやストレスを感じていることを、他人には知られたくない

誰かに悩みを相談することは、弱い人のすることだ

悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだ

ある どちらかといえばある 普通 どちらかといえばない ない 無回答

69.5％（57 人）の方が、住んでいる地

区で自殺された方がいたと「聞いたこと

がある」と回答しています。 
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問３ あなたがお住まいの地区として、どのような悩みや苦労、ストレス、不満を抱えている方

が多いと感じていますか？（特にあてはまるもの３つに○） 

 

問４ 「ゲートキーパー」を普及するためには、どのような事業が必要だと思いますか？（あて

はまるもの全てに○）  

 

 

37.8 

63.4 

20.7 

48.8 

58.5 

36.6 

4.9 

0.0 

0.0 50.0 100.0

チラシの配布

広報に特集を組む

ポスターの掲示

学校での講座の開催

町民向け講座の開催

職場や組合での講座の開催

その他

無回答

(%)

「ゲートキーパー」の普及には、まず「広報に特集を組む」こと、次いで「町民向け講座

の開催」、「学校での講座の開催」を行うべきであるという意見が高い割合となっています。 

50.6 

80.2 

24.7 

32.1 

6.2 

58.0 

2.5 

3.7 

3.7 

3.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

家族関係の不和など家庭の問題

身体や病気、心の悩みなど健康問題

失業・借金・生活困窮など経済的問題

自営業や農業の継承・廃業の問題

仕事の不信や職場の人間関係、長時間労働など勤務関係の問題

本人や家族の介護、介護についての相談など介護の問題

失恋や結婚を巡る悩みなど、恋愛関係の問題

友人や教師との人間関係、いじめ、学業不振など学校での問題

その他

無回答

(%)

(41人)

(65人)

(20人)

(26人)

(5人)

(47人)

(2人)

(3人)

(3人)

(3人)

地区に多くあると感じている悩みや苦労、ストレス、不満については「身体や病気、心の悩

みなど健康問題」が 80.2％と最も高く、次いで「本人や家族の介護、介護についての相談など

介護の問題」が 58.0％、「家族関係の不和など家庭の問題」50.6％の順で高くなっています。 
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問５ こころの健康に関する町の施策として、最も重要だと考えるものは何ですか。（最もあては

まるもの１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.3 

8.0 

4.0 

24.0 

18.7 

1.3 

2.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

相談支援の拡充、相談場所（機会）の増加

ゲートキーパーの養成

傾聴ボランティアの養成

地域の中での「居場所」づくり

町民への啓蒙活動

その他

無回答

(%)

こころの健康に関する町の施策としては「相談支援の拡充、相談場所（機会）の増加」、「地

域の中での「居場所」づくり」、「町民への啓蒙活動」が高い割合で重要と考えられています。 
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３ まとめ 

（１）紫波町の自殺の特徴 

分類 傾向 

自殺者数と自殺死

亡率（10 万対） 

国や県では近年減少傾向となっているが、紫波町ではこの 9 年間、自殺者

数 10 人前後で推移、平成 29 年は 5 人と少なくなっている。 

男女別年齢別 ・「20 歳未満」から「50－59」歳までは女性より男性の方が、自殺者数が

多い。 

・「60－69」歳、「70－79」歳の 9 年間の合計は男女同じ人数となっている。 

・「80 歳以上」では男性より女性の方が多くなっている。 

男女別年齢別職業

別、同居人の有無別 

・「男性、有職者、同居、40～59 歳」と「女性、無職者、同居、60 歳以上」

の自殺者に占める割合が高い。 

男女別職業別 男性「被雇用者・勤め人」、女性「年金・雇用保険等生活者」が高い。 

男女別同居人の有

無別 

・男女ともに「同居人あり」が高い。 

・平成 25 年から 29 年には、60 歳以上の自殺者は全員「同居人あり」。 

男女別自殺原因・動

機別 

原因・動機が分かる場合、男性は「健康問題」「経済・生活問題」、女性は「健

康問題」「家庭問題」が多い。 

 

 

 

（２）アンケート調査からの紫波町の特徴 

 〇町民向けアンケート調査の結果 

分類 結果分析 

悩みやストレス

について 

・18 歳未満は幸福度が他の年代に比べて高く、自己肯定感も低くない状況で

あるが、勉強や進路、友人関係、家庭（親）についてストレスを抱えている

状況にある。 

・69歳以下では家庭の問題や健康のことにストレスを抱え、70歳以上では自

分や家族の健康、介護についてストレスや不安を抱えている。 

自殺に関する考

え方について 

自殺はあまり自分には関係ないと捉えており、特に 70歳以上では他の年代に

比べて自殺は本人の弱さからくるもの、自殺は恥ずかしいものという考えを

持っている傾向にある。 

自殺対策につい

て 

・自殺はあまり自分には関係ないものの、自殺対策活動に関しては推進する

べき、PR活動も必要であるという回答が多い。 

・年代によって啓発物や啓発物を目にする場所や機会が違っているため、そ

れぞれに合った方法で PR活動を行う必要がある。 

・相談電話について学校での啓発物の配布等が効果を上げていると考えられ

るが、「ゲートキーパー」については各年代で認知されていないことから、啓

発や養成に力を入れる必要がある。 
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分類 結果分析 

相談することに

ついて 

・5～6 割がストレスを抱えた場合、誰かに相談したいと考えるが、中には相

談することが恥ずかしい、ストレスを抱えていることを知られたくないとい

う回答者もいるため、相談することへのハードルを下げることや SOS を発す

る方法を知らせるなど普及啓発が必要である。 

・ストレスを感じた際には身近な人へ相談する傾向があることから、一人で

も多くのゲートキーパー養成、傾聴してくれる人材の養成が必要である。 

・相談方法については、直接会って話をすることが最もニーズが高いが、18

歳未満では電話やメールよりも SNS での相談を希望していることから、相談

を受ける側でのシステムの整備も必要になってくる。 

相談を受けるこ

とについて 

相談をされた際に、「元気を出して」や「死んではいけない」「バカなことを

考えるな」と声をかけるという回答者が少なからず見られたため、相談され

た場合にどのような声をかけたらよいか、かけてはいけないか、より一層の

啓発が必要である。 

自殺を考えたこ

とがある方につ

いて 

・6割以上の回答者は自殺を考えたことがないが、18歳未満では 5人、18-69

歳では 15人、70歳以上では 1人がここ 1年で自殺を考えたことがあると回答

している。 

・69 歳以下では友人や家族・親族に相談している。家族や友人がゲートキー

パーとなりうるよう普及啓発が必要である。 

〇民生児童委員・主任児童委員向けアンケート調査の結果 

結果分析 

・「相談支援の拡充、相談場所（機会）の増加」、「地域の中での「居場所」づくり」、「町民への啓蒙

活動」が高い割合で重要という結果である。 

・「相談支援の拡充、相談場所（機会）の増加」に関して、「悩みやストレスを感じていることを、他

人に知られたくないと思う」という雰囲気が地区にあるという回答が５割以上あったため、「相談し

たい」という思いから「実際に相談する」までの壁を少しでも低くする必要がある。 

・実際に相談する相手は、町民対象の調査結果では「公的な相談機関（地域包括支援センター、役場

など）の職員など」よりも「友人や同僚」「家族や親族」に実際に相談する、相談したことがあると

回答しているため、身近な人がゲートキーパーや傾聴のスキルを持っている方が、より多くの方のこ

ころの健康を支えることに繋がると考えられる。 

・２番目に「地域の中での「居場所」づくり」が高くなっていることから、啓蒙と同時に孤立を防ぐ

方策を講じなければならないと感じている方が多い。 



第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 自殺総合対策の基本理念 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、

過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが知られてい

ます。そのため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク）」を減らし、

「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスク

を低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれ

において強力かつ総合的に推進することが重要です。 

 自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、「いのち支える自殺対策」という

理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指します。 

第３章 計画の基本的な考え方 
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２ 自殺総合対策の基本認識 

 自殺総合対策大綱では、自殺の現状と自殺総合対策における基本認識として以下を挙げています。

本計画においても自殺総合対策大綱の基本認識を念頭に置いて、自殺対策を推進していきます。 

（１）自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。 

（２）年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている。 

（３）地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する。 

３ 自殺総合対策の基本方針 

 自殺総合対策大綱を踏まえ、当町では次の５点を自殺対策における「基本方針」として、本計画

の推進を図ります。 

（１）「生きることの包括的な支援」として推進 

 個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きる

ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活苦等の「生きることの阻害

要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが高まります。 

 そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組みに加えて、「生きることの促進要

因」を増やす取組みを行い、双方の取組みを通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要が

あります。自殺防止や遺族支援といった狭義の自殺対策だけでなく、「生きる支援」に関する地域の

あらゆる取組みを総動員して、まさに「生きることの包括的な支援」として推進することが重要で

す。 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

 様々な悩みを抱えた人がたどり着いた相談先で、確実に必要な支援を受けることができるよう、

様々な分野の支援機関が自殺対策の一翼を担っているという意識を共有し、互いに有機的な連携を

深めることが重要です。 

 特に、地域共生社会の実現に向けた取組みや生活困窮者自立支援制度など、自殺対策事業と関連

の深い精神科医療、保健、福祉等に関する各種施策との連動性を高めていくことにより、誰もが住

み慣れた地域で、適切な支援を受けられる地域社会づくりを進めていく必要があります。 

（１）「生きることの包括的な支援」として推進 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 
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（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

 自殺対策は、自殺リスクを抱えた個々人の問題解決に取組む「対人支援レベル」、支援者や関係機

関同士の連携を深めていくことで、支援の網の目からこぼれ落ちる人を生まないようにする「地域

連携のレベル」、さらには支援制度の整備等を通じて人を自殺に追い込むことのない地域社会の構築

を図る「社会制度のレベル」という、３つのレベルに分けることができます。社会全体の自殺リス

クの低下につながる、効果的な対策を講じるために、それぞれのレベルにおける取組みを、強力か

つ総合的に推進していくことが重要です。 

 また、時系列的な対応としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」と、現

に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに自殺や自殺未遂が生じてしまった

場合等における「事後対応」という、３つの段階が挙げられ、それぞれの段階において施策を講じ

る必要があるとされています。 

 加えて、「自殺の事前対応よりもさらに前段階での取組み」として、学校では今後、児童生徒等を

対象とした、いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育※」を推進することも重要とされています。 

※学校において、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、

つらいときや苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育です。 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

 自殺に追い込まれるという状況は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心情や

背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥

った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識となるよう

に積極的な普及啓発を行うことが重要です。 

 全ての住民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、精神科医等

の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動等に取り組ん

でいくことが必要です。 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 当町の自殺対策がその効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するた

めには、当町のみならず、国、県、関係団体、企業、町民一人ひとりが連携、協働して自殺対策を

総合的に推進することが必要です。そのため、それぞれが果たすべき役割を明確にし、情報を共有

化することで、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。 

 「誰も追い込まれることのない社会の実現」のため、行政、関係団体、企業、町民が自殺は社会

全体の問題であるという認識を持ち、我が事として自殺対策に取り組んでいくことが必要です。 



第４章 自殺対策の８つの施策 
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当町では、町の自殺の実態や町民意識調査等の結果を踏まえ、かつ自殺対策の基本方針に従い、「誰

も自殺に追い込まれることのない紫波町」の実現を目指して、主に以下の８つの施策を展開してい

きます。 

これらの施策のうち、１～５の施策は、国の定める「地域自殺対策政策パッケージ」においても

全国的に実施されることが望ましいとされている基本的な取組みです。 

一方、６～８の施策は、町において特に自殺の実態が深刻である「勤務・経営」「高齢者」「生活

困窮者」に焦点を絞った取組みです。これらの取組みについては、自殺総合対策推進センターが作

成した当町の「自殺対策プロファイル」においても、特に重点的に支援を展開する必要があるとさ

れています。 

第４章 自殺対策の８つの施策 

【紫波町の自殺対策８つの施策】 

基本施策 

１ 地域・役場組織内におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

３ 住民への啓発と周知 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 子ども・若者への支援の強化 

重要施策 

６ 働く世代への支援の強化 

７ 高齢者への支援の強化 

８ 生活に困窮している人への支援の強化 
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施策１ 地域・役場組織内におけるネットワークの強化 

 行政の最大の責務は住民の命を守ることであり、自殺対策はまさに住民の命を守る取組みそのも

のです。誰もが「生きることの包括的な支援」を受けられるようにするため、紫波町全体での取組

みとして自殺対策を推進していきます。 

（１）紫波町いのち支える自殺対策協議会の設置 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：保健、医療、福祉、職域、教育、警察、民間ボランティア等関係機関 

本計画の策定に係る委員会として設置した「紫波町いのち支える自殺対策計画策定員会」に

ついて、これを「紫波町いのち支える自殺対策協議会」の設置という形で発展させ、更に総合

的かつ効果的に自殺対策に取組んでいきます。本計画の進捗管理・検証等を行うほか、連携体

制の構築・強化を図り、自殺対策を紫波町全体的な取組みとして推進していきます。 

（２）紫波町いのち支える自殺対策推進本部の設置 

関係部署：全課 

連携機関：－ 

 役場内において、町長をトップとした全所属長で構成される庁内組織であり、町長の強いリ

ーダーシップのもと、全庁を挙げて横断的な自殺対策に取り組みます。 

（３）紫波町自殺予防ネットワーク会議の設置 

関係部署：健康福祉課、長寿介護課、税務課、商工観光課、こども課 

連携機関：福祉、介護、法律等関係機関 

生活困窮者自立支援担当が主体となった実務者会議であり、生活支援は自殺対策であるとい

う観点を持ち、関係機関が連携し、役割分担を明確にして対象者が抱える複合的課題に関する

具体的な対応策を協議します。 

（４）共通の相談票「つながるシート」の導入 

関係部署：全課 

連携機関：－ 

 支援対象者に対する情報を役場内関係課が円滑に共有し、切れ目のない支援が実現できるよ

う、共通して使用できる相談票を作成し、導入することを検討します。 

主な施策・事業 
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施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

 地域のネットワークは、それを担う人材がいて、初めて機能するものです。そのため自殺対策を

支える人材の育成は、対策を推進するうえで基盤となる重要な取組みです。 

 自殺のリスクの高い人の早期発見と早期対応のため、自殺の危険を示すサインに気づき、話を聴

いて、見守りながら必要な相談、支援機関につなぐ役割を担う人材（ゲートキーパーや傾聴ボラン

ティア）の養成を進めます。 

 また、地域の人的資源の連携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担う人材養成や

関係機関の相談員の資質向上を図ります。 

（１）町民向けゲートキーパー養成講座の開催 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：－ 

住民に身近な地区レベルで多くの人材が必要とされており、町民向けの養成講座を開催して地

区レベルでの人材確保を図ります。 

（２）関係団体向けゲートキーパー養成講座の開催 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：下記関係団体等 

地域住民に身近な存在である関係団体等を対象に研修会を開催し、人材の確保を図ります。 

【関係団体等】民生児童委員・主任児童委員、保健推進員、食生活改善推進員、介護支援専門員、

教職員、商工会等 

（３）町役場職員向けゲートキーパー養成講座の開催 

関係部署：全課 

連携機関：－ 

庁内の窓口業務や相談、徴収業務等の際に、早期発見のサインに気づくことができるよう、ま

た、全庁的な取組意識を高めるため、全職員を対象とした養成講座を開催します。受講できなか

った職員については、次年度受講できるように毎年開催していきます。 

（４）傾聴ボランティア養成への支援 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：紫波町社会福祉協議会 

紫波町社会福祉協議会が主催する傾聴ボランティア養成講座を推進し、地区レベルでの人材確

保を図ります。 
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（５）関係機関の相談員等に対する研修会 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：下記関係機関 

各専門相談機関等に従事している職員に対し、岩手県、保健所等が主催する研修会への積極的

な参加を促すことで、自殺の要因になり得るうつ病等の精神疾患や生活困窮、各種虐待等に関す

る知識の普及啓発を促進します。 

【関係機関の相談員】警察署員、生活困窮者自立支援員、消防職員、相談支援専門員等 

（６）精神ボランティア養成講座の開催 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：－ 

３年に１度、精神保健ボランティアを養成し、地域で活動する人材の確保を図ります。 
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施策３ 住民への啓発と周知 

 地域のネットワークを強化して、相談体制を整えても、町民が相談機関や相談窓口の存在を知ら

なければ、誰かが問題を抱えた際に適切な支援へつながることができません。自殺を防ぐためには、

悩んでいる本人やそのサインに気づいた周りの人が気軽に悩みを相談できる体制が十分に周知され

ていることが重要です。 

 このため、地域、職場及び学校等において、こころの健康に関する相談窓口の周知活動を徹底し、

早い段階で専門機関につなげていく体制を整えます。 

 また、今も自殺や精神疾患に対する誤った認識が根強く残っており、引き続き正しい認識を広げ

るための啓発活動が必要です。 

（１）リーフレット、ポスター等による普及啓発 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：－ 

 対象に合わせ、相談窓口一覧やこころの健康について書かれたリーフレットを配布し、自殺予

防と早期発見の啓発を行います。 

【対象に合わせた配布・掲示場所】 

18歳未満：学校（職場） 

18歳以上：行政機関、公共交通機関、職場 

（２）広報媒体を活用した啓発活動 

関係部署：健康福祉課、企画課 

連携機関：紫波町社会福祉協議会 

 町の広報誌やホームページまた、紫波町社会福祉協議会発行の「社協だより」に、自殺対策強

化月間（3月）や自殺予防月間（9月）等に合わせて、自殺対策の情報を掲載し、施策の周知と理

解促進を図ります。 

（３）図書館での自殺予防に関する図書コーナーの開設 

関係部署：情報交流館、健康福祉課 

連携機関：－ 

 情報交流館内にある紫波町図書館は、公共施設の中で最も敷居が低く、時間を気にせず無料で

滞在でき、土日も開館しているため、サードプレイス※となります。その図書館において、自殺予

防月間等の期間中に心の健康に関する図書コーナーを開設して、心の健康に関する町民の理解促

進を図ります。また、自殺防止等に関する企画展示やイベント、関連する資料の配布など、利用

者に対する啓発・情報発信を行います。 

※サードプレイス：自宅や職場とは隔離された、心地のよい第 3の居場所 
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（４）いこいの家での出前講座の実施 

関係部署：健康福祉課、長寿介護課 

連携機関：ボランティア協議会 

 各地区で開催している「いこいの家」等に保健師が出向き、心の健康に関する出前講座を実施

し、心の健康に関する理解促進を図ります。 

（５）心の健康教室やイベント等での啓発活動の実施 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：紫波町社会福祉協議会等 

 ふれあいフェスタなどのイベント会場において、リーフレットや周知グッズの配布を行い、啓

発を強化します。 

 また、町民向けの講座（元気はつらつメンバー講座）において、休養・心の健康について学ぶ

機会を増やします。 



44 

施策４ 生きることの促進要因への支援 

 自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」よ

りも、「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回った時です。そのため「生きることの

阻害要因」を減らすための取組みのみならず、「生きることの促進要因」を増やすための取組みを合

わせて行うことによって、自殺リスクを低下させる必要があります。こうした点を踏まえて町では、

「生きることの促進要因」の強化につながる様々な取組みを進めます。 

（１）相談先の充実（つながるシートの活用） 

関係部署：全課 

連携機関：－ 

それぞれの年代や生活状況によって生じてくる様々な困りごと（健康、子育て、介護、生活困

窮、ＤＶ、住まい等）に応じて、緊密な連携を図りながら相談対応と問題解決に当たります。 

つながるシート導入後、支援対象者に対する情報を役場内関係課が円滑に共有し、切れ目のな

い支援が実現できるようにしていきます。 

（２）産後うつスクリーニングの充実 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：－ 

 新生児・乳児訪問時、全産婦に対しエジンバラ産後うつ病質問票等を活用し、産後うつ等の可

能性のある人の早期発見に努め、個別の支援につなげます。 

（３）精神障がい者当事者会「さくら会」事業の実施 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：－ 

 当事者同士の交流や社会参加していくことを目的とした事業を継続し、社会生活上のストレス

とうまく付き合いながら生活できるよう支援を行います。 

（４）精神障がい者家族会「紫幸会」の運営支援 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：－ 

 他人には話せない家族の悩みや苦しみを分かち合い、精神疾患と障害の理解促進、地域住民へ

の普及啓発等を目的とした活動を支援し、家族の悩みの軽減に努めます。また、年５回開催の「お

しゃべり会」や矢巾町家族会「あすなろ会」との交流会を引き続き開催します。 
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（５）居場所づくりの推進 

関係部署：健康福祉課、長寿介護課 

連携機関：社会福祉協議会等 

〇高齢者の居場所づくり 

サロン等を活用し、高齢者の居場所づくりを推進するとともに、高齢者の見守り支援関係者から

閉じこもりがちな高齢者の情報を得るとともに、必要なニーズの把握に努め、それらにあった居

場所活動等の支援策を検討していきます。 

〇統合失調症当事者の居場所づくり 

10-40 代の統合失調症当事者の居場所づくりとして、「のんびりカフェ」の開催を継続していきま

す。 

〇発達障がい者、家族の居場所づくり 

発達障がい者家族会と連携しながら、発達障がい者、家族の居場所づくりを推進していきます。 

（６）自殺未遂者への支援 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：紫波警察署、紫波消防署、県央保健所、精神科等医療機関 

 自殺未遂者に対する警察・消防・医療と行政機関との連携強化について、「紫波町いのち支える

自殺対策協議会」や保健所主催の連絡会等を通じて検討を進めます。 

（７）遺された人への支援 

関係部署：健康福祉課、町民課、環境課 

連携機関：県央保健所、県精神保健福祉センター、ソーシャルサポートセンター 

 町民課の窓口にて、自死遺族に対し、自死遺族向けのリーフレットを手渡すことで、早期に地

域の自死遺族自助グループや自死遺族交流会等の周知に努めます。また、相談のあった自死遺族

に対し、個別の支援に努め、保健所や県精神保健福祉センター等と連携をとっていきます。また、

自死遺族向けリーフレットを環境課を通じて、火葬場等に設置してもらうよう働きかけ、支援情

報の周知に努めます。 
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施策５ 子ども・若者への支援の強化 

 子ども・若者の抱える悩みは多様であり、ライフステージや立場ごとに置かれている状況も異な

ることから、それぞれの段階にあった対応が重要です。子ども・若者を対象とした支援、啓発のみ

ならず、教職員の資質向上を図る取組みを実施します。また、生きることの包括的な支援として困

難やストレスに直面した児童生徒が信頼できる大人に助けの声をあげられることを目標としたＳＯ

Ｓの出し方に関する教育についても推進します。 

（１）ＳＯＳの出し方教育の実施 

関係部署：健康福祉課、学務課、学校教育課 

連携機関：町内中学校 

 町内中学校において、「いのちの授業」を行うとともに、いじめ等の様々な困難やストレスに

直面した際に、信頼できるおとなや相談機関に早めに助けの声を上げられるよう、具体的かつ実

践的な教育を行います。 

（２）人権教室の推進 

関係部署：健康福祉課、学務課、学校教育課、企画課 

連携機関：人権擁護委員 

 人権教室は、いじめ等の人権問題について考える機会を作ることによって、相手への思いやり

の心や生命の尊さを体得することを目的とした教室です。町内小中学校及び高等学校等におい

て、人権擁護委員による人権教室を実施するなど、状況に応じて関係機関との連携を図ります。 

（３）教職員向けゲートキーパー養成講座等の推進 

関係部署：健康福祉課、学務課、学校教育課 

連携機関：－ 

 児童生徒と日々接している教職員に対し、子どもが出した SOSのサインにいち早く気づき、ど

のように受け止め対処するかについて、理解を深めるための研修会の推進に努めます。 

（４）スクールヘルパーや適応支援相談員等配置事業の活用 

関係部署：学校教育課 

連携機関：－ 

 スクールヘルパー（特別支援教育支援員）については、心身の障害や発達特性等、特別な支援・

配慮を必要とする児童生徒の生活支援、学習支援を行っている事業であり、児童生徒に対して

様々な支援を行うことができるよう推進していきます。 

また、学校不適応児童生徒の支援のため、各中学校及び適応支援教室「はばたき」に適応支援

相談員を配置し、生活支援、学習支援を推進していきます。 
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（５）Hyper-QU（よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート）の活用 

関係部署：学校教育課 

連携機関：町内小・中学校 

 学校・学級生活において、一人ひとりが抱える気持ちを把握することで、学級経営の向上やい

じめの早期発見に役立て、個別支援が必要な児童生徒に対して、早期にサポートすることで、リ

スクの軽減を図ります。 

（６）学校図書コーディネーター配置事業や学校図書整備事業の活用 

関係部署：学校教育課 

連携機関：町内小中学校 

 学校図書館を自殺対策の啓発活動の拠点として、関連書籍の配架や、自殺予防月間（9 月）に

おける企画展を実施できるように推進していきます。 

（６）若年層が「相談しやすい」相談窓口の周知 

関係部署：健康福祉課、学校教育課 

連携機関：町内小・中学校等 

町や学校等を通じて、町内外の相談機関窓口の周知をさらに強化します。また、ＳＮＳを活用

した相談対応がとれるよう、県と連携した対策（若年層が相談しやすいツール）を検討していき

ます。 

（７）支援者間の連携の推進 

関係部署：健康福祉課、こども課、学務課、学校教育課 

連携機関：要保護児童地域対策協議会関係者 

 要保護児童地域対策協議会では、育児不安や虐待を抱える家庭として、特定妊婦、要支援児童

など支援が必要な家庭の把握を進めます。さらに、保育園や認定こども園、児童館、小中学校と

連携し、子の状態に関わらず養育に困難（主に親の精神疾患等や生活困窮）を抱える家庭の把握

を進め、個別支援に努めていきます。 

（８）ひきこもり状態にある人への支援策の検討・実施 

関係部署：健康福祉課、こども課、学務課 

連携機関：県精神保健福祉センター、県央保健所 

 本人や家族からの支援に対するニーズに努め、家族支援、家庭訪問等による継続的な個別支援

を実施します。また、引きこもり状態にある人が他者と関わり、就労等の社会参加への一歩を踏

み出すための取組を、県精神保健福祉センター等の関係機関と連携して実施します。 
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施策６ 働く世代への支援の強化 

 当町では、平成 21年から平成 28年までの自殺者のうち、有職者の割合は男性が 61.1%、女性では

16.6％を占めています。特に、男性の 40-50歳代に占める割合が 21.3%と高くなっており、働く世代

の勤務問題に係る自殺対策に取り組むことが主要な課題となっています。働く人が職場環境をはじ

めとした労働における様々な問題により、自殺のリスクが高まることを防ぐため、職場のメンタル

ヘルス対策を推進します。 

（１）事業所、事業主向けゲートキーパー養成講座の開催 

関係部署：健康福祉課、商工観光課 

連携機関：商工会、各事業所、各職業協会 

 町内の事業所や事業主、各職業協会を対象としたゲートキーパーの養成講座を開催し、職場内

のうつ等の早期発見のサインに気づき、必要な支援につなぐことができるように支援します。 

（２）商工会と連携した各種相談会での普及啓発の実施 

関係部署：健康福祉課、商工観光課 

連携機関：商工会 

 商工会が実施する各種相談会の際、必要な相談先等の情報提供ができるよう連携し、支援して

いきます。 

（３）うつや睡眠障害、アルコール関連問題等に係る啓発事業の強化 

関係部署：健康福祉課、企画課 

連携機関：－ 

 働き盛り世代を主な対象とする、町の広報等を利用した、うつや睡眠障害、アルコール関連問

題等に係る啓発事業により、心の健康リスクの早期発見を進めます。 
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施策７ 高齢者への支援の強化 

 当町では、全ての自殺者のうち 60歳以上の割合は、平成 21年から平成 29年までの合計で、男性

は 26.3%、女性は 59.4%を占めています。特に 60 歳以上の女性の自殺者の割合が高くなっており、

高齢者に係る自殺対策に取り組むことが重要な課題となっています。 

 全国的に高齢化が進行している状況で、当町においても総人口が減少する中で、高齢者が増加し

ており、平成 28年時点で 29.15％だった高齢化率は、平成 37年には 31.03％まで上昇する見込みで

す。（出典：第 7期元気はつらつ高齢者計画） 

 今後、高齢化がさらに進むにつれて、家族や地域との関係の希薄化により、社会的に孤立する高

齢者が増加する恐れがあります。高齢者の社会的な孤立は、本人の生きがいの喪失につながるとと

もに、様々な問題を抱えた時に誰にも相談できず、自殺リスクが高まると考えられることから、こ

れをいかに防ぐかが課題となっています。 

（１）高齢者の自殺のリスクの早期発見と早期支援の更なる推進 

関係部署：健康福祉課、長寿介護課 

連携機関：医療機関、社会福祉協議会、介護支援事業所等 

 地域の身近な支援者（民生児童委員や保健推進員等）や保健師等の高齢者訪問時、自殺リス

クが高いと思われる人がいた場合、関係機関と連携をとり、早期に介入し、必要な支援先へつ

なぐ取組みを推進します。 

（２）高齢者への啓発の推進 

関係部署：長寿介護課、健康福祉課 

連携機関：ボランティア協議会、老人クラブ連合会 

〇各地区で開催している「いこいの家」等に保健師が出向き、心の健康に関する出前講座を実

施し、心の健康に関する理解促進を図ります。 

〇老人クラブ連合会等に対し、研修会のテーマとして心の健康に関する内容を取り上げること

を要請し、その活動を支援します。 

（３）支援者への啓発の推進（ゲートキーパー養成講座の開催） （再掲） 

関係部署：健康福祉課、長寿介護課 

連携機関：介護施設等 

 介護施設職員や地域の身近な支援者（民生児童委員や保健推進員等）へのゲートキーパー養

成講座の開催により、施設を利用する高齢者のうつ等のリスクの早期発見と個別支援につなげ

ます。 
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（４）サロン等の高齢者の居場所支援 

関係部署：長寿介護課、健康福祉課 

連携機関：社会福祉協議会 

 家に閉じこもりがちな高齢者が、戸外で、地域の人との交流が図れるように、サロン等の居場

所づくりを支援していきます。 

（５）介護問題を抱える家族への支援の推進 

関係部署：長寿介護課、健康福祉課 

連携機関：各介護事業者 

介護ストレスを抱える家族の悩みを察知し、支援者で寄り添い、悩みの解決を目指します。 
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施策８ 生活に困窮している人への支援の強化 

 当町では、平成 21年から平成 28年の自殺者のうち無職者の割合は、男性が 38.9%、女性では 83.3％

を占めています。特に女性 60歳以上の無職者、男性 20-39 歳無職者の割合が高くなっております。 

 失業・無職によって生活困窮状態にある人、借金問題で苦しむ人は、単に経済的に困窮している

だけではなく、心身の健康や家族との人間関係、ひきこもりなど、他の様々な問題を抱えた結果、

自殺に追い込まれることが少なくないと考えられます。そのため、生活困窮者自立支援制度に基づ

く支援と自殺対策施策が密接に連携し、経済や生活面の支援のほか、心の健康や人間関係等の視点

も含めた包括的な支援に取り組みます。 

（１）相談先の普及啓発、相談支援体制の充実 

関係部署：健康福祉課 

連携機関：社会福祉協議会、商工会 

 生活困窮者等へ対する包括的な支援体制の充実を図り、関係者との連携により、自殺リスクを

抱えた人への包括的な支援を実施します。 

商工会が実施する金融相談の時、必要な相談先等の情報提供ができるよう支援していきます。 

（２）生活困窮者支援調整会議の活用 

関係部署：健康福祉課、長寿介護課、商工観光課、税務課、こども課 

連携機関：社会福祉協議会等 

 岩手県社会福祉協議会が主催する実務者会議であり、自殺予防の視点を持ち、町民の相談に当

たる関係機関が連携して対策を検討し、支援します。 

（３）共通の相談票「つながるシート」の導入 （再掲） 

関係部署：全課 

連携機関：－ 

 支援対象者に対する情報を役場内関係課が円滑に共有し、切れ目のない支援が実現できるよ

う、共通して使用できる相談票を作成し、導入することを検討します。 



第５章 自殺対策の推進体制等 
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１ 計画の推進体制 

（１）行政 

 当町は、自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、市町村自殺対策計画を策定し、国や県、

盛岡広域圏内での緊密な連携、協働に努めながら当町における自殺対策の推進の中心となります。 

（２）関係団体 

 保健、医療、福祉、教育、労働、法律、警察、その他の自殺対策に関する専門職の職能団体、活

動内容が自殺対策に寄与し得る関係団体は、自殺対策に取組むことの重要性に鑑み、それぞれの活

動内容の特性等に応じて相互に緊密な情報交換を行いながら、連携した取組みを進めます。 

（３）企業 

 仕事における強いストレスや不安を抱えている従業員に対するメンタルヘルスケアの取組みを推

進し、ストレスの要因となる職場環境の改善や、うつ病の早期発見・早期治療などへの取組みを進

めます。 

（４）町民 

 町民一人ひとりが自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めることが必要です。身近な人が悩

んでいる場合に、早めに気づき、声をかけ、話をよく聴き、必要な相談先に寄り添いながらつなぐ

ことが大切です。 

２ 計画の進行管理

 計画の着実な推進を図るため、施策の実施状況、目標の達成状況を「紫波町いのち支える自殺対

策協議会」に報告し、ＰＤＣＡサイクルに基づき点検・評価・改善を行います。 

第５章 自殺対策の推進体制等 
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３ 取組目標 

計画の着実な推進を図るため、取組目標を設定し、進捗評価を行います。 

主な施策 取組指標 現状値 目標 

（平成 35 年度まで） 

施策１ 

ネットワークの強化 

紫波町いのち支える自殺対策協議会開催数 未実施 年間 2回 

施策２ 

人材の育成 

ゲートキーパー養成団体数 1団体 （平成 35 年までに） 

20団体 

町職員のゲートキーパー養成割合 13.1% 80％ 

傾聴ボランティア紫波会員数 17人 40人 

施策３ 

住民への啓発と周知 

ゲートキーパーを知っている人の割合 19.6% 35％ 

図書館での自殺予防に関する企画展示の実施 未実施 年間 1回 

施策４ 

生きることの促進要

因への支援 

相談することについて： 

「誰かに相談をしたりすることは恥ずかしいこ

とだ」と思う人の割合 

15.1% 10％ 

相談を受けることについて： 

「自分から声をかけて話を聞く」人の割合 

58.7% 70％ 

施策５ 

子ども・若者への支援 

SOSの出し方教育（いのちの授業）実施中学校数 年間 1校 年間 1校 

人権教室実施回数 年間 4回 年間 6回 

図書館でのいじめや人権等の自殺対策に関する

企画展の実施 

未実施 年間 2校 

施策６ 

働く世代への支援 

事業所向けゲートキーパー養成講座の開催回数 未実施 年間 1回 

施策７ 

高齢者への支援 

いこいの家での出前講座実施数 未実施 年間 10回 

老人クラブ連合会での研修会の実施回数 未実施 （平成 35 年までに）

2回 

施策８ 

生活に困窮している

人への支援 

生活困窮者支援調整会議開催数 年間 11回 年間 12回 

※現状値は、平成 30年度実績見込みによる。 



資 料 
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１ 自殺対策基本法  
（平成 18年６月 21日法律第 85号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第 11条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画

等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五

条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による

死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、こ

れに対処していくことが重要な課題となっていること

に鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地

方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策

の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総

合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の

親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きが

いを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、

全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと

もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮

らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に

資するための支援とそれを支えかつ促進するための環

境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と

して、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら

れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因

があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなけ

ればならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景

を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点

からのみならず、自殺の実態に即して実施されるように

しなければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への

対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実

施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他

の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ

れなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理

念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に

ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果

たされるように必要な助言その他の援助を行うものと

する。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺

対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健

康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自

殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め

るものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等

を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必

要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理

解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に

資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設け

る。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、

自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、

啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事

業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において

は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及

び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業そ

の他それにふさわしい事業を実施するよう努めるもの

とする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学

校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定

する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除

く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺

対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自

殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を

図りながら協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺

未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平

穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ

とのないようにしなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要

な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺

の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しな

ければならない。 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画

等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と

して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び第

二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」と

いう。）を定めなければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実

情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策

についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺

対策計画」という。）を定めるものとする。 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401_429AC0000000005
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401_429AC0000000005
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401_429AC0000000005#2
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２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策

計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内

における自殺対策についての計画（次条において「市町

村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺

対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を

実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施

に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容

その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところ

により、予算の範囲内で、交付金を交付することができ

る。 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か

つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、

自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自

殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康

の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成

果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進

的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円

滑な実施に資するための体制の整備を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関

係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人

材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるも

のとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等

における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の

推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に

対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確

保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等

専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び高

等専門学校における教育の特性に配慮しなければなら

ない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、

地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校

に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない

個人として共に尊重し合いながら生きていくことにつ

いての意識の涵 養等に資する教育又は啓発、困難な事

態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方

を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校

に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又

は啓発を行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対

し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾

患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医

師（以下この条において「精神科医」という。）の診療

を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提

供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診

療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科

医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科

医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において

自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に

関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の

確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が

高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避

するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必

要な施策を講ずるものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自

殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援

を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂

が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理

的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を

行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う

自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支

援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総

合対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整

をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要

事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進するこ

と。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、

厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働

大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を

助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に

関し必要な事項は、政令で定める。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺

対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものと

する。 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 
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（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定に

よる改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定に

より置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規

定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規

定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をも

って存続するものとする。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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２ 紫波町いのち支える自殺対策推進本部規定（平成 30年 3月 30日訓令第 6号） 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成18年法律第815号）第13条第２項に規定する市町村自殺対策計画の

策定及び推進のため、紫波町いのち支える自殺対策推進本部（以下「本部」という。）を設置

する。 

（所掌事項） 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１)  紫波町いのち支える自殺対策計画の策定に関すること。 

(２)  紫波町いのち支える自殺対策推進に関すること。 

(３)  その他自殺対策推進に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。 

３ 本部員は、教育長及び会計管理者並びに次に掲げる職員をもって充てる。 

(１) 町長部局及び教育委員会の部長 

(２) 町長部局及び教育委員会の課長 

(３) 議会事務局長 

(４) 農業委員会事務局長 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（幹事会） 

第６条 本部に、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する幹事会を置く。 

２ 幹事長は生活部長を、副幹事長は健康福祉課長をもって充てる。 

３ 幹事は、本部長が指定した職員をもって充てる。 

４ 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。 

５ 幹事会には、必要に応じて作業部会を置くことができる。 

（庶務） 

第７条 本部及び幹事会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

（補則） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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３ 紫波町いのち支える自殺対策計画策定委員会設置要綱 

（平成 29年 8月 23 日告示第 300 号） 

（設置） 

第１ 紫波町いのち支える自殺対策計画（以下「自殺対策計画」という。）の策定に関し必要な

事項を調査審議するため、紫波町いのち支える自殺対策計画策定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会は次の事項について検討し、計画案を町長へ報告する。 

（１）自殺対策の基本理念及び目標に関すること 

（２）その他自殺対策について検討が必要な事項 

（組織） 

第３ 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱す

る。 

(１) 識見を有する者 

(２) 町内の地域活動に携わる者 

(３) 福祉関係団体の構成員 

(４) 公募により選ばれた者 

(５) その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４ 委員の任期は、委嘱の日から自殺対策計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が

欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５ 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選とする。 

２ 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６ 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

がある。 

（庶務） 

第７ 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 
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〇紫波町いのち支える自殺対策計画策定委員会 委員名簿 

◎：委員長、〇：副委員長 

区　　分 団体名 依頼する氏名等

公募委員

髙橋　房枝

三浦　千鶴子

紫波郡医師会
岩手県立中央病院附属
紫波地域診療センター
副センター長　松尾　力

平和台病院

岩手県自殺対策推進センター

紫波町校長会
紫波町立長岡小学校
校長　金野　治　〇

岩手県紫波警察署

紫波町商工会

生活安全課
生活安全係長　村上　伸吾

副会長　冨岡　靖博

理事長　伴　亨 ◎

岩手県精神保健福祉センター
次長　長澤　裕美子

紫波地域障がい者
基幹相談支援センター

町内の地域活動に
携わる者

紫波町社会福祉協議会 主事　村松　敏彦

紫波町保健推進員協議会
志和地区保健推進委員長
阿部　牧子

福祉関係団体の
構成員

識見を有する者

岩手県県央保健所

紫波町養護教諭部会

紫波町民生児童委員協議会

紫波町老人クラブ連合会

その他町長が必要
と認める者

主任保健師　大森　美紀

紫波町立佐比内小学校
養護教諭　泉山　朋子

会長　石亀　孝文

会長　長谷川　利夫

所長　八重嶋　幸子

1

2

3

4

5

6

15

7

8

9

12

13

14

10

11



60 

４ 策定経過 

実施した事項・今後実施する事項 備考 

4月 紫波町いのち支える自殺対策本部設置（4/1） 

5月 いのち守る講演会の開催（5/28） 部課長級以上対象 

7月 紫波第一中学校いのちの授業開催（7/4） 

8月 ・紫波町いのち支える自殺対策本部会議開催（8/7） 

・アンケート調査の実施（調査期間 8/20～8/31） 

・紫波町いのち支える自殺対策ワーキングチーム会議開催（8/22） 

・事業の棚卸し（各課評価）実施期間 8/22～9/30 

10月 ・事業の棚卸し（結果分析） 

11月 ・民生児童委員・主任児童委員を対象としたアンケート調査の実施（調

査期間 11/7～11/16） 

・ゲートキーパー養成講座の開催（11/12） 

・第 1回計画策定委員会（11/26） 

職員対象 

12月 ・素案完成 

・第 2回計画策定委員会（12/18） 

1月 パブリックコメントの実施（1/10～1/31予定） 

2月 ・第 3回計画策定委員会（2/12） 

・町長決裁 

3月 議会提出 
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